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１．研 究 目 的 

「優生学・優生政策」といえば、ナチス政権期ドイツのものが想起される。しかし、「優

生学・優生政策」の本質や実態は、その極端な例のみで論じ尽くされるものではない。近

年、北欧福祉国家でも数々の優生政策が実施されていたことが明らかになった i)。また、ド

イツについても、ワイマール社会国家 ii)の時代から優生政策がとられていたことが指摘さ

れ始めた iii)。優生学に関する研究は多数存在するが、福祉国家と優生学や優生政策との親

和性について取り上げたものは多くない。そこで、なぜ福祉国家と優生政策が親和性を持

つのか、福祉国家での優生政策の意義を明らかにすることを通して検証を試みる。 

２．研究の視点および方法 

北欧福祉国家であるデンマーク iv)と、ワイマール期の社会国家 (福祉国家)を経てナチズ

ムへ移行したドイツを比較の対象とする。不法国家としての側面に着目されがちであった

ナチス・ドイツについて、ワイマール期の社会国家と連続ないし共通する要素を抽出し、

福祉国家の典型としてのデンマークと比較することによって「ナチズム」と「福祉国家」、

「福祉国家」と「優生政策」が互いに結びつきやすい性質を持つことを明らかにできるの

ではないかと考える。なお、研究方法は文献研究である。  

３．倫理的配慮 

文献研究であるため、引用する際には、日本社会福祉学会の研究理論指針(2010年4月1

日)を遵守する。 

４．研 究 結 果 

(1)デンマークにおける優生政策の展開と国民管理の過程  

1922 年、「結婚および離婚に関する法律」によって、重度の知的障害者等の婚姻が禁止

された。1929 年には「断種に関する法」によって、性犯罪者への去勢、知的障害者等への

任意断種が規定された。その後も、優生思想に基づく立法は続いたが、その背景には、障

害者の「人道的」処遇のために断種を要求する障害者施設の関係者や、福祉国家が「普遍

主義的」な福祉を保障するには、可能な限り福祉対象者を減らす必要があると考えた、政

権与党社会民主党員ステインケの思惑があったv)。 

(2)ドイツにおける優生政策の展開と国民管理の過程  

①ワイマール期における優生政策の展開  

1918 年、ワイマール共和国が誕生する。第一次世界大戦敗戦の傷跡が深く、国家構成員
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の資質や出生率の向上に目が向けられた結果、社会政策に優生学的観点が入り込む。1920

年には、「戸籍法」が改正され、婚姻前の医学検診を国民に促した。また、「性病撲滅法」

が制定され、性病患者の婚姻が制限されたvi)。 

②ナチス政権下の優生政策の展開  

1930 年代に入ると、世界恐慌から財政難が生じ、社会保障費の削減をめぐって、誰を社

会保障の対象とし、誰を排除するかという議論が繰り返された vii)。その最中、ナチスが政

権を掌握する。彼らは、ドイツ初の断種法「遺伝病子孫防止法」を制定すると、その後も、

「帝国医務規定」の発令、「ニュルンベルク法」の採択、安楽死計画の遂行を計ったviii)。 

 このように、ワイマール期には、憲法に掲げた普遍的な福祉を保障するために、人間を

「福祉に値するか否か」で選別し、値しない者の生殖を啓発等によって管理する優生政策

がみられた。また、ナチス政権においては、国家とは「同種の人間の共同体」であるとい

う考えの下、個人や子孫、共同体の健全性が要求され、民族構成員として相応しくなけれ

ば「排除」されることとなった。  

以上を踏まえて、本研究では、福祉国家における優生政策の意義が、 (ⅰ)優生学的見地

から人間を「不良」か否か判別した上で、(ⅱ)「不良な者」の再生産を予防する、という

点にあったことを明らかにした。 

5．考 察 

 福祉国家は、日々の暮らしを支える装置であると同時に、「福祉」の名の下に「あるがま

まに」生きる権利を侵害するという二面性を持つ体制であった。私たちはどのような社会

を形成していくのか、1 人ひとりが主体的に追求していく営みこそが、今なお私たちの傍

らにある優生思想と向き合う第一歩となるであろう。 
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